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根拠法  独立行政法人土木研究所法（平成 11 年法律第 205 号） 

主務府省 国土交通省大臣官房技術調査課（土木研究所分科会庶務）、政策統

括官付政策評価官（評価委員会庶務） 

設立年月日 平成 13 年４月１日 

沿 革 大 10.5内務省土木局道路材料試験所 → 大 11.9内務省土木試験所 → 昭 23.7建設

省土木研究所 →（昭 24.7 元運輸省運輸建設工事本部技術員養成所を合併）→  

平 13.1 国土交通省土木研究所 → 平 13.4 独立行政法人土木研究所  

     昭 12.8 土木部試験室（内務省北海道庁土木部所属）→ 昭 22.9 北海道土木  統 

試験所→ 昭 26.7北海道開発局土木試験所→昭 63.4開発土木研究所→     合 

平 13.4 独立行政法人北海道開発土木研究所 

(*)→平 18.4 独立行政法人土木研究所 

目 的 土木技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに指導及び成果の

普及等を行うことにより、土木技術の向上を図り、もって良質な社会資本

の効率的な整備及び北海道の開発の推進に資することを目的とする。 

業務の範囲 １．土木技術に関する調査、試験、研究及び開発を行うこと。

２．土木技術に関する指導及び成果の普及を行うこと。３．委託に基づき、

土木に係る建設技術に関する検定を行うこと。４．第一号に掲げるものの

ほか、委託に基づき、重要な河川工作物についての調査、試験、研究及び

開発を行い、並びに土木に係る建設資材及び建設工事用機械についての特

別な調査、試験、研究及び開発を行うこと。５．国の委託に基づき、国土

交通省の施行する建設工事で政令で定めるものに係る特殊な工作物の設計

を行うこと。６．前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

財務及び予算の状況 

＜資本金＞ ３４，９９３百万円 

(*) 



＜国有財産の無償使用＞ あり 

＜予算計画＞                      （単位：百万円） 

 
区  別 

中期計画予算 

（平成 23～27 年度） 

平成 25 年度 

予算 

収

入 

運営費交付金 

施設整備費補助金 

受託収入 

施設利用料等収入 

計 

      42,121 
2,410 

       2,188 
         287 

47,006 

   8,101 

     458 

     438 

      57 

 9,054 

支

出 

業務経費 

施設整備費 

受託経費 

人件費 

一般管理費 
     計 

      19,101 
2,410 

       2,124 

      20,533 

       2,837 

47,006 

   3,820 

     458 

     425 

   3,784 

     567 

 9,054 

＜短期借入金の限度額＞ １，５００百万円 

組織の概要 

＜役員＞（理事長・定数１人・任期４年）魚本 健人 （理事・定数２人・任

期２年）柳屋 圭吾、藤澤 寛 （監事・定数２人・任期２年）坂本 剛、（非

常勤）石井 泰彦 

＜職員数＞ ６０６人（常勤職員４５２人、非常勤職員１５４人） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



＜組織図＞ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



中期目標 

 

１．中期目標の期間 

中期目標の期間は平成 23 年４月１日から平成 28 年３月 31 日までの５年間と

する。 

 

２．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

（１）研究開発の基本方針 

土木技術は、社会的な重要課題に対して、迅速、的確に解決策を提供するた

めに、様々な要素技術をすりあわせ・統合し、新たな技術を構築する社会的な

技術であり、時々刻々と変化する社会的要請や国民の生活実感など多様なニー

ズを的確に受け止め、研究開発を行うことが重要である。 

したがって、研究所は、独立行政法人土木研究所法（平成 11 年法律第 205

号）第３条に定められた目的を達成するため、科学技術基本計画、国土交通省

技術基本計画等の科学技術に関する計画及び北海道総合開発計画を踏まえる

とともに、土木技術に対する社会的要請、国民のニーズ及び国際的なニーズを

的確に受け止め、民間等ではできない研究開発（国の政策と密接に関係する道

路・河川等に係る行政施策や技術基準に関連する研究開発）に特化し、優れた

成果の創出により社会への還元を果たすこと。 

なお、北海道開発行政に係る農水産業の振興を図る研究開発においては、食

料・農業・農村基本法（平成 11 年法律第 106 号）及び水産基本法（平成 13 年

法律第８９号）並びにこれらの実行計画である食料・農業・農村基本計画及び

水産基本計画並びに農林水産研究基本計画を踏まえ実施すること。 

① 社会的要請の高い課題への重点的・集中的な対応 

現下の社会的要請に的確に応えるため、研究所の行う研究開発のうち、以

下の各項に示す目標について、国が実施する関連行政施策の立案や技術基準

の策定等に反映しうる成果を早期に得ることを目指す研究開発を重点的研

究開発として位置付け、重点的かつ集中的に実施すること。 

また、重点的研究開発の実施に際しては、北海道総合開発計画及び食料・

農業・農村基本計画等を踏まえ、総合的な北海道開発を推進するため、積雪

寒冷に適応した社会資本や食料基盤の整備に必要な研究開発についても、重

点的かつ集中的に実施すること。 

その際、本中期目標期間中の研究所の総研究費（外部資金等を除く。）の

概ね 75％を充当することを目途とする等、当該研究開発が的確に推進しうる

環境を整え、明確な成果を上げること。 

なお、中期目標期間中に、社会的要請の変化等により、以下の各項に示す

目標に対応する研究開発以外に新たに重点的かつ集中的に対応する必要が

あると認められる課題が発生した場合には、当該課題に対応する研究開発に

ついても、機動的に実施すること。 

ア）安全・安心な社会の実現 

地震・津波・噴火・風水害・土砂災害・雪氷災害等による被害の防止・



軽減・早期回復を図るために必要な研究開発を行うこと。 

イ）グリーンイノベーションによる持続可能な社会の実現 

バイオマス等の再生可能なエネルギーの活用や資源の循環利用等、低炭

素・低環境負荷型社会を実現するために必要な研究開発を行うこと。 

また、自然環境の保全・再生や健全な水循環の維持、食の供給力強化の

ための北海道の生産基盤づくり等、人と自然が共生する持続可能な社会を

実現するために必要な研究開発を行うこと。 

ウ）社会資本の戦略的な維持管理・長寿命化 

社会インフラの老朽化、厳しい財政状況等を踏まえ、社会インフラの効

率的な維持管理に必要な研究開発を行うこと。 

また、材料技術等の進展を踏まえ、社会資本の本来の機能を増進すると

ともに、社会的最適化、長寿命化を推進するために必要な研究開発を行う

こと。 

エ）土木技術による国際貢献 

アジアそして世界への技術普及など、国際展開・途上国支援・国際貢献

を推進するために必要な研究開発を行うこと。 

② 基盤的な研究開発の計画的な推進 

国が将来実施する関連行政施策の立案や技術基準の策定等を見据え、我が

国の土木技術の着実な高度化や良質な社会資本の整備及び北海道の開発の

推進の課題解決に必要となる基礎的・先導的な研究開発を計画的に進めるこ

と。その際、長期的視点も含めて、国内外の社会的要請の変化、多様な科学

技術分野の要素技術の進展、産学官各々の特性に配慮した有機的な連携等に

留意しつつ、基礎的・先導的な研究開発を積極的に実施すること。 

（２）研究開発を効率的・効果的に進めるための措置 

① 他の研究機関等との連携等 

研究開発テーマの特性に応じ、国内外の公的研究機関、大学、民間研究機

関等との適切な役割分担のもとで、他分野との協調も含めた幅広い視点にた

って、研究開発の効率的かつ効果的な連携を推進するものとする。その際、

共同研究、人事交流等を効果的に実施し、より高度な研究開発の実現と成果

の汎用性の向上に努めること。 

② 研究評価の的確な実施 

研究開発の実施にあたっては、評価を実施し、評価結果を課題の選定・実

施に適切に反映させること。その際、他の研究機関との重複排除を図り、研

究所が真に担うべき研究開発に取り組むとの観点から、関連研究機関の研究

内容等を事前に把握するとともに、研究開発の事前、中間、事後の評価にお

いて、外部からの検証が可能となるよう第三者委員会による評価を行う等の

所要の措置を講じること。また、成果をより確実に社会・国民に還元させる

視点で追跡評価を導入すること。 

③ 競争的研究資金等の積極的獲得 

競争的研究資金等外部資金の積極的獲得に取り組むことにより、研究所の

ポテンシャル及び研究者の能力の向上を図るとともに、自己収入の確保に努



めること。 

（３）技術の指導及び成果の普及 

① 技術の指導 

独立行政法人土木研究所法第１５条により国土交通大臣の指示があった

場合の他、災害その他の技術的課題への対応のため、外部からの要請に基づ

き、又は研究所の自主的判断により、職員を国や地方公共団体等に派遣し所

要の対応に当たらせる等、技術指導を積極的に展開すること。 

② 成果の普及 

（１）①の重点的研究開発の成果の他、（１）②の基盤的な研究開発等を

通じて得られた重要な成果については、国が実施する関連行政施策の立案や

技術基準の策定等の業務に容易に活用しうる形態によりとりまとめること。 

また、成果の効果的な普及のため、国際会議も含め関係学会での報告、内

外学術誌での論文掲載、成果発表会、メディアへの発表を通じて技術者のみ

ならず広く国民への情報発信を行い、外部からの評価を積極的に受けること。

併せて、成果の電子データベース化やインターネットの活用により研究開発

の状況、成果を広く提供すること。 

③ 知的財産の活用促進 

成果に関する知的財産権は、保有する目的を明確にして、必要な権利の確

実な取得や登録・保有コストの削減等により適切な維持管理を図るとともに、

普及活動に取り組み活用促進を図ること。 

（４）土木技術を活かした国際貢献 

① 土木技術による国際貢献 

我が国特有の自然条件や地理的条件等の下で培った土木技術を活用し、産

学官各々の特性を活かした有機的な連携を図りつつ、世界各地の状況に即し

て、成果の国際的な普及や規格の国際標準化への支援等を行うことにより、

アジアをはじめとした世界への貢献に努めること。 

② 水災害・リスクマネジメント国際センター（ＩＣＨＡＲＭ）による国際貢

献 

水関連災害とその危機管理に関しては、水災害・リスクマネジメント国際

センターを中心に国際的な活動を積極的に行い、国際貢献に努めること。 

（５）技術力の向上、技術の継承及び新技術の活用促進への貢献 

国土交通省等における技術力の向上及び適切な技術の継承に貢献すること。

また、国土交通省の公共工事等における新技術の活用促進の取組に積極的に貢

献すること。 

事業実施における技術的課題の解決のため、国土交通本省、地方整備局及び

北海道開発局等からの委託を受けて研究開発を確実に実施すること。 

 

３．業務運営の効率化に関する事項 

研究所の業務の運営に際しては、以下の各事項に関し具体的措置を講ずること

により、効率化を図ること。 

（１）効率的な組織運営 



研究ニーズの高度化、多様化等の変化への機動的な対応や業務運営の効率化

の観点から、効率的な運営体制の確保を図るとともに、管理部門の簡素化に努

めること。また、寒地技術推進室について集約化すること。 

（２）業務運営全体の効率化 

研究開発業務その他の業務全体を通じて、引き続き情報化・電子化を進める

とともに外部への委託が可能な業務のアウトソーシング化を行うことにより、

高度な研究の推進が可能な環境を確保すること。 

内部統制については、更に充実・強化を図ること。 

対価を徴収する業務については、受益者の負担を適正なものとする観点から、

その算定基準を適切に設定すること。 

寄附金については、受け入れの拡大に努めること。 

特に、運営費交付金を充当して行う業務については、所要額計上経費及び特

殊要因を除き、以下のとおりとすること。 

一般管理費のうち業務運営の効率化に係る額について、前中期目標期間の最

終年度（平成 22 年度）予算額に対し、本中期目標期間の最終年度（平成 27 年

度）までに 15％に相当する額を削減すること。また、経費節減の余地がないか

自己評価を厳格に行った上で、適切な見直しを行うこと。 

業務経費のうち業務運営の効率化に係る額について、前中期目標期間の最終

年度予算額に対し、本中期目標期間の最終年度までに５％に相当する額を削減

すること。 

契約については、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成

21 年 11 月 17 日閣議決定）に基づく取組を着実に実施すること等により、契約

の適正化を推進し、業務運営の効率化を図ること。また、透明性の確保を追求

し、情報提供の在り方を検討すること。 

 

４．財務内容の改善に関する事項 

運営費交付金等を充当して行う業務については、「３．業務運営の効率化に関す

る事項」等で定めた事項について配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算に

よる運営を行うこと。 

なお、保有資産の必要性について不断に見直しを行うとともに、見直し結果を

踏まえて、研究所が保有し続ける必要がないものについては、支障のない限り、

国への返納を行うこと。 

別海実験場、湧別実験場及び朝霧環境材料観測施設（一部）については、平成

23 年度中に国庫納付すること。 

 

５．その他業務運営に関する重要事項等 

（１）施設及び設備に関する計画 

研究所が保有する施設、設備については、研究所の業務に支障のない範囲で、

外部の研究機関の利用及び大学・民間企業等との共同利用の促進を図ること。

その際、受益者負担の適正化と自己収入の確保に努めること。 

また、業務の確実な遂行のため計画的な整備・更新等を行うとともに、所要



の機能を長期にわたり発揮しうるよう、適切な維持管理に努めること。 

なお、保有資産の必要性について不断に見直しを行うこと。 

（２）人事に関する事項 

高度な研究業務の推進のため、必要な人材の確保を図るとともに、人員の適

正配置により業務運営の効率化を図ること。 

また、良質な社会資本の効率的な整備及び北海道開発の推進に貢献するとい

う使命を果たすため、行政との人事交流を的確に行うこと。 

さらに、人事評価システムにより、職員個々に対する評価を行い、職員の意

欲向上を促し、能力の最大限の活用等を図ること。 

給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め役職

員給与の在り方について厳しく検証した上で、目標水準・目標期限を設定して

その適正化に計画的に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表する

こと。 

また、総人件費（退職手当等を除く。）についても、「簡素で効率的な政府を

実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成 18 年法律第 47 号）に基づ

く平成 18 年度から５年間で５%以上を基本とする削減等の人件費に係る取組を

平成 23 年度においても引き続き着実に実施するとともに、政府における総人件

費削減の取組を踏まえ、厳しく見直すこと。 

（３）その他 

国土交通省所管の独立行政法人及び関連する研究機関の業務の在り方の検討

については、今後の独立行政法人全体の見直しの議論等を通じ、適切に対応す

ること。 



【独立行政法人土木研究所】

（単位：円）

資産の部   
Ⅰ 流動資産

現金及び預金 2,262,690,201      
研究業務未収金 129,848,232        
たな卸資産 62,564,565         
未収消費税等 19,756,100         
未収金 455,733,502        
その他の流動資産 16,203,551         

流動資産合計 2,946,796,151       
Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産
建 物 11,099,911,088    

減価償却累計額 △4,586,422,158   6,513,488,930      
構築物 1,429,235,656     

減価償却累計額 △824,528,562     604,707,094        
機械及び装置 9,717,072,922     

減価償却累計額 △6,320,774,249   3,396,298,673      
車両運搬具 381,505,826       

減価償却累計額 △316,279,862     65,225,964         
工具器具備品 2,401,636,647     

減価償却累計額 △1,679,675,964   721,960,683        
土 地 20,478,673,690     
建設仮勘定 216,439,650        

有形固定資産合計 31,996,794,684     
２ 無形固定資産

ソフトウエア 85,232,958         
電話加入権 387,000            

無形固定資産合計 85,619,958         
  ３ 投資その他の資産

敷金・保証金 7,252,272          
預託金 13,260             

投資その他の資産合計 7,265,532          
固定資産合計 32,089,680,174      

資産合計 35 036 476 325  

負債の部
Ⅰ 流動負債

運営費交付金債務 664,560,304        
預り寄附金 428,191,812        
研究業務未払金 1,105,922,495      
未払金 410,289,770        
未払費用 109,099,452        
リース債務（短期） 22,274,555         
前受金 74,046,275         
預り金 29,769,411         

流動負債合計 2,844,154,074       
Ⅱ 固定負債

資産見返負債
資産見返運営費交付金 1,261,562,125     
資産見返寄附金 18,811,492        
資産見返物品受贈額 190,457,813       
建設仮勘定見返運営費交付金 1,263,150         
建設仮勘定見返施設費 215,176,500       1,687,271,080      

長期預り寄附金 95,138,731         
リース債務（長期） 17,573,279         

固定負債合計 1,799,983,090       
負債合計 4,644,137,164   

純資産の部
Ⅰ 資本金

政府出資金 34,993,256,864     
資本金合計 34,993,256,864      

Ⅱ 資本剰余金
資本剰余金 6,512,014,104      
損益外減価償却累計額（△） △11,144,064,225   
損益外減損損失累計額（△） △3,222,000        

資本剰余金合計 △4,635,272,121     
Ⅲ 利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金 7,237,408          
積立金 2,960,742          
当期未処分利益 24,156,268         
(うち当期総利益 24,156,268)

利益剰余金合計 34,354,418          
                純資産合計 30,392,339,161  

負債純資産合計 35,036,476,325  

貸  借 対 照 表

（平成２５年３月３１日）



 （ 単位： 円）

経常費用

研究業務費

人件費 3, 106, 856, 259   

外部委託費 2, 237, 406, 130   

賃借料 75, 079, 640      

減価償却費 302, 658, 727     

保守・ 修繕費 89, 397, 175      

水道光熱費 180, 084, 462     

旅費交通費 289, 510, 412     

消耗品費 345, 735, 606     

その他研究業務費 230, 762, 778     6, 857, 491, 189   

一般管理費

人件費 1, 033, 795, 365   

外部委託費 187, 864, 595     

減価償却費 42, 405, 745      

水道光熱費 28, 964, 562      

図書印刷費 12, 668, 431      

消耗品費 33, 862, 236      

租税公課 5, 375, 037       

その他一般管理費 122, 320, 455     1, 467, 256, 426   

財務費用

支払利息 4, 137, 505       4, 137, 505       

雑損 85, 511, 154      

経常費用合計 8, 414, 396, 274     

経常収益

運営費交付金収益 7, 603, 828, 092   

事業収益

知的所有権収入 44, 289, 507      

技術指導等収入 9, 432, 960       

その他事業収入 7, 620, 046       61, 342, 513      

受託収入

政府等受託収入 145, 303, 572     

その他受託収入 99, 634, 986      244, 938, 558     

施設費収益 84, 692, 379      

寄附金収益 77, 594, 343      

資産見返負債戻入

資産見返運営費交付金戻入 281, 868, 175     

資産見返物品受贈額戻入 25, 255, 130      

資産見返寄附金戻入 3, 271, 866       310, 395, 171     

雑益

財産賃貸収入 31, 827, 789      

物品受贈益 2, 987, 730       

その他雑益 17, 130, 870      51, 946, 389      

経常収益合計 8, 434, 737, 445     

経常利益 20, 341, 171        

臨時損失

固定資産除却損 1, 805, 204       1, 805, 204         

臨時利益

資産見返負債戻入

資産見返運営費交付金戻入 962, 707         

資産見返物品受贈額戻入 842, 497         1, 805, 204         

当期純利益 20, 341, 171        

前中期目標期間繰越積立金取崩額 3, 815, 097         

当期総利益 24, 156, 268        

損 益 計 算 書

（ 平成24年4月1日～平成25年3月31日）


